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第 1 章 施設の設置に係る計画等 

 

1.1 施設の設置者及び設置場所等 

(1)施設設置者の名称及び所在地 

 設置者の名称：豊能郡環境施設組合 

 所 在 地：大阪府豊能郡豊能町余野４１４番地の１ 

 管理者の氏名：上浦 登 

 

(2)施設の設置場所 

 設 置 場 所：大阪府豊能郡豊能町余野１００２６番 

（豊能郡環境施設組合事務所跡地） 

 

1.2 事業計画の概要 

(1)施設において処理する廃棄物の種類 

一般廃棄物（ばいじん処理物） 

・大型フレコンバック（おおむね１ｍ３用） 318袋 

・200ℓ用ドラム缶 6本 

 

(2)施設の処理能力 

容量 約350ｍ３ 

 

(3)施設の処理方式 

施設は、コンクリートによる密閉型とします。 

コンクリート内外に遮水シートもしくは防水シートを敷設し、雨水や地下水が内部に

浸入しないよう、かつ、廃棄物に接触した水が外部に流出しない構造とします。 

埋立作業の期間中は、仮屋根を施設上部に設置し、廃棄物と雨水等の接触を防止しま

す。 

 

1.3 工事及び埋立作業の概要 

(1)工事 

施設設置工事は、バックホウ等により掘削を行い、掘削残土はダンプトラック（10ｔ）

で場外搬出します。 

 

(2)埋立作業 

埋立作業は、4ｔダンプを用いて、廃棄物を搬入します。搬入した廃棄物はクレーン等を

用いて順次、施設に格納します。 
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旧消防署 

廃棄物量：大型フレコンバック 87 袋 

旧保育所 

廃棄物量：大型フレコンバック 198 袋 

倉庫 

廃棄物量：大型フレコンバック 33 袋 

         ドラム缶 6 本 

No.1 

No.2 

No.3 

事業実施区域位置及び調査・予測地点 

工事用車両出入口 

断面 1 

断面 2 

施設設置位置 

事業実施区域 

凡例 

敷地境界における騒音・振動 

調査・予測地点（No.1） 

保全対象施設近傍における騒音・振動 

調査・予測地点（No.2、No.3） 

 道路沿道環境における騒音・振動予測地点 

（断面 1、断面 2） 

工事用車両走行ルート(工事) 

工事用車両走行ルート(埋立作業) 

Ａ 

Ｂ 

地下水調査地点 

廃棄物保管場所 
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1.４ 施設の構造及び設備 

(1) 構造について 

・ 施設は、レベル 2※の地震に対応する構造とし、壁厚は 80cm とします。 

・ 施設に廃棄物を搬入後、厚さ 50cｍの蓋をします。 

・ 廃棄物の上には隙間等を埋めるために高さ 120cm程度の覆土をします。 

・ 蓋をした後、上に 50cm程度の覆土をします。 

※ レベル２の地震動：発生確率は低いが、設置地点で想定される最高レベルの地震動 

 

(2) 構造について 

① 内側の遮水について 

・ 廃棄物に接触した水が外部に流出しないよう遮水シート（高密度ポリエチレンシー

ト＋保護マット）を敷設します。 

② 外側の防水について 

・ 外側に防水シート（PVC シート＋保護マット）を敷設してコンクリートと防水シ

ートによる遮水構造とし、外部からの雨水や地下水の浸入を防止します。 

③ 躯体のコンクリートについて 

・ 水圧等でひび割れが起こらないよう、鉄筋コンクリートの応力度を 100N/mm２

程度を目安に設定します。 

④ 廃棄物頂部の処理について 

・ 廃棄物頂部に土木シートを敷設し、その上に均しコンクリート（厚さ t=10cm）

を打設し、遮水シートを敷設します。 

・ 遮水シート上面に保護マットを敷設し、蓋の部分まで覆土をします。 

⑤ 工事中について 

・ 埋立作業の期間中は雨水浸入防止のため仮設土留めを地表面より高くするととも

に、仮屋根を設置します。 

・ 雨天時には埋立作業を行いません。 

 

(3) その他 

・ 施設には一般廃棄物処理施設であることを示す立札等を設置します。 

・ 施設閉鎖後も定期的に水質を調査し、異常があれば所要の措置を講じます。 
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（ 構 造 図 ） 

（ 防 水 構 造 図 ） 

（ 工 事 中 ） 
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第２章 生活環境影響調査項目の選定 

 

生活環境影響要因と生活環境影響調査項目は、事業活動に伴い周辺環境への影響が想定さ

れるもの及び「廃棄物処理施設 生活環境影響調査指針」（平成 18年 9月，環境省 大臣官房 

廃棄物・リサイクル対策部）に基づき選定しました。 

調査項目は、「施設の造成工事」、廃棄物の運搬・埋立を行う「埋立作業」、埋立後の「供用

後」の各期間別に選定しました。 

施設の造成工事においては、施設造成のための掘削、建設発生土の場外搬出が生じること

から「建設機械の稼働」及び「工事用車両の走行」に伴う「騒音・振動」を選定しました。 

埋立作業においては、場外からの廃棄物の運搬、廃棄物の埋立が生じることから「建設機

械の稼働」及び「運搬車両の走行」に伴う「騒音・振動」を選定しました。 

供用後においては、施設が地下に存在することから、「地下水の流れ」、「地下水質」を選定

しました。 

なお、廃棄物の運搬は 5日間と一時的であること、廃棄物はばいじん固化物であるため悪

臭の発生がないことから「大気質」と「悪臭」は選定しませんでした。また、施設は密閉し

た構造とし、浸出水が生じないことから「施設からの浸出水の流出」における「地下水質」

は選定しませんでした。 

 

調査事項 

生活環境影響要因 

 

 

 

 

生活環境影響調査項目 

施設の造成工事 埋立作業 供用後 

建
設
機
械
の
稼
働 

工
事
用
車
両
の
走
行 

建
設
機
械
の
稼
働 

運
搬
車
両
の
走
行 

処
分
施
設
の
存
在 

施
設
か
ら
の
悪
臭
の

発
生 

施
設
か
ら
の
浸
出
水

の
流
出 

大 

気 

環 

境 

大気質 

粉じん   ■×     

二酸化窒素(NO2)    ■×    

浮遊粒子状物質(SPM)    ■×    

騒音 騒音レベル △ △ ■○ ■○    

振動 振動レベル △ △ ■○ ■○    

悪臭 悪臭濃度      ■×  

水 

環 

境 

水質 
地下水の流れ     ■○   

地下水質     △  ■× 

注）調査項目は国の指針において、管理型に該当する項目のみ 

■：国の指針において例示されている項目 

○：調査を行うもの 

×：調査を行わないもの 

△：追加するもの（水質は現況調査のみ。かつ、有害物質及びダイオキシン類に限ります。また、指針におい

て「工事中」は対象外ですが、地域の生活環境の保全への配慮から自主的に対象とします。） 
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第 3 章 生活環境影響調査の結果 

 

3.1 騒 音                             

 

3.1.1 現地調査 

(1)調査結果                            単位：dB 

調査地点 
LAeq

注１） LA5
注２） 

昼間 朝 昼間 夕 

No.1 中央公民館 44 47 51 48 

No.2 東能勢中学校 42 47 47 46 

No.3 最寄り住居 48 52 53 53 

注１) 昼間：6 時～22 時 

注２) 朝：6 時～8 時、昼間：8 時～18 時、夕：18 時～21 時 

 

3.1.2 予測 

(1) 工事に伴う騒音 

① 建設機械の稼働に伴う騒音 

調査・予測地点 時間区分 予測結果 環境保全目標 

No.1 昼間 76dB 85dB 

注) 環境保全目標は、「特定建設作業伴って発生する騒音の規制に関する基準」（昭和 43 年厚

生省・建設省告示 1 号）に定める規制基準 

 

② 工事用車両の走行に伴う騒音 

調査・予測地点 時間区分 予測結果 
環境保全目標 注１） 

環境基準 要請限度 

断面 1 注 2） 昼間 68dB 65dB 75dB 

注 1) 環境保全目標は、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64号）及び「騒音規

制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域の区分」（平成 22 年豊能町告示第 82号） 

注 2) B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C 地域のうち車線を有する道路に

面する地域 

 

(2) 埋立作業に伴う騒音 

① 建設機械の稼働に伴う騒音 

a） 敷地境界 

調査・予測地点 時間区分 予測結果 環境保全目標 

No.1（第二種区域） 昼間 55dB 55dB 

注) 環境保全目標は、「騒音規制法に基づく指定地域の騒音規制基準」（平成 22 年豊能町告示第

80 号）に定める規制基準 

 

 



7 

 

b） 一般環境（保全対象） 

調査・予測地点 時間区分 予測結果 環境保全目標 注１） 

No.2 注２） 昼間 48dB 55dB 

No.3 注２） 昼間 57dB 65dB 

注 1) 環境保全目標は、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号） 

注 2) B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C 地域のうち車線を有する道路に面

する地域 

 

② 運搬車両の走行に伴う騒音 

調査・予測地点 時間区分 予測結果 
環境保全目標 注１） 

環境基準 要請限度 

断面２ 注２） 昼間 69dB 65dB 75dB 

注 1) 環境保全目標は、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64号）及び「騒音規

制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域の区分」（平成 22 年豊能町告示第 82号） 

注 2) B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C 地域のうち車線を有する道路に

面する地域 

 

＜参考：騒音の目安＞ 

80ｄＢ 地下鉄の車内・電話のベル 50ｄＢ 静かな事務所 

70ｄＢ 掃除機・騒々しい事務所 40ｄＢ 深夜の市内・図書館 

60ｄＢ 普通の会話・静かな乗用車の中 30ｄＢ 静かな住宅地の夜 

 

3.2  振 動                            

 

3.2.1 現地調査 

(1)調査結果                     単位：dB 

調査時間帯 時間区分 注） 調査結果 

No.1 
中央公民館 

昼間 39 

夜間 20 

No.2 
東能勢中学校 

昼間 29 

夜間 14 

No.3 
最寄り住居 

昼間 44 

夜間 29 

注) 昼間：6 時～21 時、夜間：21 時～翌日 6 時 

3.2.2 予測 

(1) 工事に伴う振動 

① 建設機械の稼働に伴う振動 

調査・予測地点 時間区分 予測結果 環境保全目標 

No.1 昼間 61dB 75dB 

注) 環境保全目標は、「振動規制法施行規則」に定める規制基準 
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② 工事用車両の走行に伴う振動 

調査・予測地点 時間区分 予測結果 環境保全目標 

断面 1（第一種区域） 昼間 55dB 65dB 

注) 環境保全目標は、「振動規制法施行規則」に定める要請限度 

 

(2) 埋立作業に伴う振動 

① 建設機械の稼働に伴う振動 

調査・予測地点 時間区分 予測結果 環境保全目標 

No.1（第一種区域） 昼間 54dB 60dB 

注) 環境保全目標は、「振動規制法」に定める規制基準 

 

② 運搬車両の走行に伴う振動 

調査・予測地点 時間区分 予測結果 環境保全目標 

断面 2（第一種区域） 昼間 55dB 65dB 

注) 環境保全目標は、「振動規制法施行規則」に定める要請限度 

 

＜参考：振動の目安＞ 

95ｄＢ～ 窓ガラスが割れることがある 

85～95ｄＢ 物的被害が生じ始める 

75～85ｄＢ 屋内の人のほとんどが揺れを感じる 

65～75ｄＢ 吊り下げ物がわずかに揺れる 

55～65ｄＢ 屋内の一部の人がわずかな揺れを感じる 

55ｄＢ以下 ほとんどの人が揺れを感じない 

 

3.3  騒音・振動の環境保全措置                   

 

(1) 建設機械の稼働に伴う騒音・振動 

建設機械の稼働に伴う騒音・振動の低減のため、以下の環境保全措置を講じます。 

・建設機械については、低騒音型の機械の採用に努めます。 

・工事及び埋立作業における建設機械の稼働は、作業が過度に集中しないように工事工

程を管理します。 

・工事に伴う騒音の状況が外部からも把握できるよう、騒音計を設置します。 

 

(2) 工事用車両及び運搬車両の走行に伴う騒音・振動 

工事時の工事用車両及び埋立作業時の運搬車両の走行に伴う騒音・振動の低減のため、

以下の環境保全措置を講じます。 

・工事中における運搬車両の走行は、一定の工事時期に過度に集中しないように工事

工程を管理します。 
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・運搬車両の走行にあたり、不要なアイドリング、空ぶかしを行わないよう、また、

近隣住宅付近を走行する際は徐行運転をするよう工事関係者を指導します。 

 

 

3.4  水 質                           

 

3.4.1 現地調査 

(1) 調査結果 

① 処分施設の存在に伴う地下水の流れ 

調査地点 
孔内水位 
（GL-m） 

有孔管 
（GL-m） 

観測深度 
（GL-m） 

平均流向 
（16方位） 

最大流速 
（cm/min） 

A 6.69 2.0～10.0 7.2 東 0.060 

B 5.39 2.0～6.0 5.7 東北東 0.012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地 下 水 流
向 

Ｂ 

A 
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② 処分施設の存在に伴う地下水質 

2地点における調査結果は、すべての項目で基準値を下回っていました。 

項目 単位 .A B 基準 

アルキル水銀 

mg/L 

不検出 不検出 検出されないこと 

総水銀 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 

カドミウム 0.0003 未満 0.0003 未満 0.003 

鉛 0.005 未満 0.005 未満 0.01 

六価クロム 0.01 未満 0.01 未満 0.05 

砒素 0.002 未満 0.002 未満 0.01 

全シアン 不検出 不検出 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル 不検出 不検出 検出されないこと 

トリクロロエチレン 0.001 未満 0.001 未満 0.01 

テトラクロロエチレン 0.001 未満 0.001 未満 0.01 

ジクロロメタン 0.002 未満 0.002 未満 0.02 

四塩化炭素 0.0002 未満 0.0002 未満 0.002 

1,2-ジクロロエタン 0.0004 未満 0.0004 未満 0.004 

1,1-ジクロロエチレン 0.002 未満 0.002 未満 0.1 

1,2-ジクロロエチレン 0.004 未満 0.004 未満 0.04 

1,1,1-トリクロロエタン 0.001 未満 0.001 未満 1 

1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 未満 0.0006 未満 0.006 

1,3-ジクロロプロペン 0.0002 未満 0.0002 未満 0.002 

チウラム 0.0006 未満 0.0006 未満 0.006 

シマジン 0.0003 未満 0.0003 未満 0.003 

チオベンカルブ 0.002 未満 0.002 未満 0.02 

ベンゼン 0.001 未満 0.001 未満 0.01 

セレン 0.002 未満 0.002 未満 0.01 

1,4-ジオキサン 0.005 未満 0.005 未満 0.05 

クロロエチレン 0.0002 未満 0.0002 未満 0.002 

電気伝導率 mS/m 38 31 - 

塩化物イオン mg/L 50 4 - 

ダイオキシン類 
pg-

TEQ/L 
0.018 0.030 1.0 

浮遊物質量（SS） mg/L 1 1 未満 - 

 

 

3.4.2 予測 

(1) 処分施設の存在に伴う地下水の流れ 

① 予測結果 

施設の計画深さは、現地調査結果から地下水位まで達することから、地下水の流れを部

分的に遮ることで、上流側では地下水位が上昇、下流側では地下水位が低下するものの、
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水位上昇により地下構造物である施設の浮力が増加することの影響に対しては、施設底部

の側面にフーチング（張出し）を設けることで対策し、水位低下による地下水の流れの変

化に関しては、その変動幅は約６ｃｍと予測され、その影響が予測される約 12ｍの範囲

で井戸の利用がないことから、この変化によって現況の土地利用や利水に影響はないと予

測されます。 

 

② 環境保全措置 

地下水観測井において定期的に地下水位、地下水の流れ、地下水質をモニタリングし、

万が一異常が見られた際には、遮水工等の拡散防止対策を早急に講じるといった環境保全

措置を講じます。 

 

 

第４章 まとめ 

 

処分施設の設置に起因する騒音・振動については、環境保全目標を満たすと予測され、

かつ、建設機械については、低騒音型の機械の採用に努める、工事中における建設機械の

稼働は、工事量が過度に集中しないように工事工程を管理する、工事に伴う騒音の状況が

外部からも把握できるよう、騒音計を設置する、工事用車両の走行にあたり、不要なアイ

ドリング、空ぶかしを行わないよう工事関係者を指導する、近隣住宅付近を走行する際は、

徐行運転するよう指導するといった環境保全措置を講じます。 

施設の計画深さは、現地調査結果から地下水位まで達することから、地下水の流れを部

分的に遮ることで、上流側では地下水位が上昇、下流側では地下水位が低下するものの、

水位上昇により地下構造物である施設の浮力が増加することの影響に対しては、施設底部

の側面にフーチング（張出し）を設けることで対策し、水位低下による地下水の流れの変

化に関しては、その変動幅は約６ｃｍと予測され、その影響が予測される約 12ｍの範囲で

井戸の利用がないことから、この変化によって現況の土地利用や利水に影響はないと予測

されます。 

また、地下水観測井において地下水位、地下水の流れ、地下水質のモニタリングを継続

して行い、万が一異常が見られた際には、遮水工等の拡散防止対策を早急に講じるといっ

た環境保全措置を講じます。 

以上のことから、施設の設置・存在に伴う周辺環境への影響は軽微であり、万が一、地

下水への影響が生じたとしても把握・対応できるものと評価します。 

 


